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１【提出理由】

　当社および連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しまし

たので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号および第19号

の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
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２【報告内容】

（１）厚生年金基金解散損失引当金繰入額の計上について

　

　①当該事象の発生年月日

平成26年１月24日

　

　②当該事象の内容

当社が加入している総合設立型厚生年金基金制度の「東京紙商厚生年金基金」は、厚生労働省に解散の認可の申

請を行う予定であり、それに伴い、特別損失を計上することといたしました。

同基金は長期にわたる運用環境の低迷、加入員の減少および年金受給者の増加を要因として基金財政が悪化し、

今後も更なる事業主負担の増加が見込まれる中で基金継続は困難であるとの結論に達したため、平成24年12月11日

開催の代議員会において、特例解散の方針を決議し、平成26年４月以降の解散に向けて諸手続きを進めているとこ

ろであります。

なお、同基金の解散には加入員の３分の２の同意と厚生労働省の認可が必要であり、平成26年４月以降に認可申

請を予定しており、実際の解散はそれ以降となる見込みであります。

　
　③当該事象の損益および連結損益に与える影響額

基金解散に伴う損失の負担見込額について、同基金より入手した平成25年３月31日現在の決算数値および基金解

散時の追加拠出金の加入事業主ごとの按分割合をもとに、同日時点で解散した場合のおおよその費用を試算した結

果、平成26年３月期第３四半期の個別決算および連結決算において、「厚生年金基金解散損失引当金繰入額」215百

万円を特別損失に計上することといたしました。

なお、実際の費用については、解散時点での基金財政状態や加入事業主間の費用負担の按分割合の変動によって

増減することが予想されます。

　
　

（２）投資有価証券売却益の計上について

　

　①当該事象の発生年月日

平成26年１月８日～平成26年２月７日

　

　②当該事象の内容

資産の効率化および財務体質の強化を図るため、当社保有の投資有価証券の一部を売却したことに伴い、特別利

益を計上することといたしました。

　
　③当該事象の損益および連結損益に与える影響額

平成26年３月期の個別決算および連結決算において、「投資有価証券売却益」192百万円を特別利益に計上いたし

ます。
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